	環境保安管理規程
	分    類
	  業務(規)－(環･保) 　　　＊

	
	適用範囲
	  東ソ－日向 (株)

	
	制定日
	  １９９５年１０月 １日


  
                            第１章   総  則
       (目的)  
   第  １条  この規程は会社における生産活動に関連して発生する災害を未然に防止し、 
           環境保全、保安確保、従業員及び地域住民の安全を確保する目的で、「別表」
           に掲げる関連法規（以下「法」という）の趣旨にのっとり、会社が行う環境
           保全管理業務について定めたものである。
      （規程類の種類）
   第  ２条  規程類を次の２種類に大別する
1． 一般規程類：第１条の目的を実施するために会社が、独自に規定する規程、
基準、要領等をいう。
         ２．特別規程  ：法の定めにより制定することが義務付けられている規程をい
             う。


                          第２章   一般規程
       （安全管理規程類）
   第  ３条  従業員の安全を確保するための管理組織、安全作業基準及び各種機器の管
           理基準等を定める。

       （衛生管理規程類）
   第  ４条  従業員の健康を守り、疾病を予防し、快適な作業環境を作るために、規程、
           基準等を定める。

       （環境管理規程類）
   第  ５条  生産活動に伴って発生する公害を防止するための管理組織及びその職務等
           を定める。

       （保安管理規程類）
   第  ６条  安全の確保と災害の発生防止を図るための組織、火気取締、教育訓練、緊
           急時の措置等を定める。

       （設備管理規程類）
   第  ７条  安全保安を確保するための設備管理基準等を定める。
         （環境保安等会議規程類）
     第  ８条  環境保全、保安確保を図るための審議、決定機関としての、各種委員
            会の組織、審議事項等について定める。


                             第３章    特別規程
         （高圧ガス取締法）
     第  ９条  高圧ガス「危害予防規程」及び｢保安教育計画｣を定める。

         （消防法）
     第１０条  「消防計画書」及び「危険物危害予防規程」を定める。

         （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律）
     第１１条  「有害液体・油汚染防止緊急措置手引書」を定める。

         （電気事業法）
     第１２条  「電気工作物保安規程」を定める。

         （その他）
     第１３条  必要に応じて定める。

                             第４章    雑    則
         （規程の管理）
     第１４条  この規程の管理は、品質管理室長が行う。


                                 付    則
           ①  この規程は１９９５年１０月  １日より施行する。
           ②  １９９６年１月１８日一部改訂
           ③  ２００１年１０月１日一部改訂
　　　　　 ④　２０１３年　８月１日一部改訂
　　　　　 ⑤　２０１４年　９月１０日分類番号修正のため改訂




